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は じ め に

　1987年10月16日,拘 留中のアボ リジナル1)の 死についての王立調査委員会が設置さ

れた。王立調査委員会の設立を求める運動は,ア ボ リジナルのコミュニティによって

指導されていた。当時,ア ボリジナルの多 くは,拘 留中のアボリジナルの死の原因を,

警察官や看守による意図的な殺害であるとみなしてお り,こ のような考え方がかれら

の運動の原動力になっていた。しかしなが ら,ア ボリジナルだけが,王 立調査委員会

の設置を要求したのではない。アボリジナル以外の人々も,監 獄においてアボ リジナ

ルが非人間的な取 り扱いを受けているのではないか とい う強い疑念を抱いてお り,王

立調査委員会が隠された不正を暴 くことを期待 した。このような疑いが生 じたのには,

正当な理由があった。拘留中のアボリジナルの死亡率は,ア ボ リジナルでない人々の

死亡率 よりもはるかに高く,そ のうえ,死 亡原因についての調査や説明が十分に行わ

れているとは言えない状態であった。

　 この王立調査委員会は,ア ボ リジナルや トレス諸島民に関する調査の中では,最 も

重要で,し かも最も広範囲に及ぶ調査を実施した。調査委員会の報告書は,連 邦及び

各州の政府(総 督)に 提出され,そ の339項 目に及ぶ膨大な勧告の大部分は,各 政府

に受け入れ られたのである。 さらに,こ の勧告の実施状況を,オ ース トラリア先住民

の代表機関であるアボ リジナル及び トレス諸島民委員会(ATSIC-1989年 設立)が 監
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視 す る こ とにな った孔

　 王立 調 査 委 員 会 が調 査 対 象 と した の は,1980年1月1日 か ら1989年5月31日 まで に

監 獄,留 置 所,少 年 院 な どで 死 亡 した99人 の ア ボ リジナ ル と トレス諸 島 民 で あ る。 委

員 会 は,ど の よ うに してそ の 人 物 が 死亡 した か を 理 解 す るだ け では な く,何 故 そ の よ

うな 死 が起 こ った のか とい う理 由を 知 る こ ともそ の任務 と した ので,死 の 背 景 とな っ

た 様 々な 問題,社 会 的,文 化 的,法 的 な要 因 に 関 して も調 査 を 行 った。 こ の調 査 には,

多 くの人 類 学 者,歴 史 家,社 会 学 者,ア ボ リジ ナル の代 表 な どが 加 わ り,そ の報 告 書

は,ア ボ リジナ ル の現 在 と歴 史 を 知 るた め の貴 重 な 資料 で あ る。

　 委 員会 の生 み 出 した報 告 書 や 記 録 は膨 大 な量 に な るが,そ れ を最 終 的 に ま とめ た も

の が,エ リオ ッ ト ・ジ ョソス トンに よっ て1991年 に 提 出 され た,5巻 か らな るナ シ ョ

ナ ル ・レポ ー トで あ る。 また,1988年 に は,当 時 ナ シ ョナ ル ・コ ミ ッシ ョナ ー で あ っ

たJ.H。 ミュア ヘ ッ ドに よ って,中 間報 告 書 が ま とめ られ て い る。 さ らに ク ィ ー ソズ

ラ ソ ド,ニ ューサ ウス ウ ェール ズ な どの南 東 オ ース トラ リア,西 オ ース トラ リア,ノ ー

ザ ンテ リ トリーな どにつ い て の地 域 レポ ー ト,調 査対 象 に な った99人 に つ い て の各 個

人 ご とに ま とめ られ た 個 人 レポ ー トも刊 行 され て お り,各 個 人 に つ い て 調 査委 員 会 が

開 い た審 理 や討 論 会 の議 事 録 も出 版 され て い る。 そ の他,委 員 会 が 専 門 家 な どに依 頼

した報 告 書 も多数 存 在 す る。

　 私 は,こ れ らの報 告 書 の 内 容 の一 部 を,報 告 書 以 降 の新 た な統 計 と と もに要 約 す る

こ とで,現 在 の ア ボ リジナ ル 社会 とオ ー ス トラ リア国家 の法 との 軋 礫 を 示 した い。 さ

らに,こ の 問題 の歴 史 的 背 景 を さ ぐ りた い と思 う。

1　 全体の総括

　報告書の結論は,意 図的な殺人が曝かれることを予想 していた人々の期待に反する

ものであった。 コミッショナーたちは,警 察や看守の意図的な暴力がこれ らの死を引

き起こした証拠を見つけることはできなかった。 しか し,コ ミッショナーは,囚 人や

逮捕 ・保護 された人々にたいする,監 視や監督,保 護の義務が,多 くの場合十分に果

たされていなかった り,あ るいは全 く考慮 されておらず,時 には,こ のような義務の

無視が死を引き起こす原因となった場合もあるとの,結 論に達している。このような

結論は,一 部の家族やその支持者の批判を招いたが,ア ボリジナルの代表を含む多く

の人々によって,公 正な判断であるとして受け入れられている(Workers　 1994:9)。

　監獄や留置所にいるアボ リジナルは,監 獄や留置所にいるアボ リジナル以外の人々
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よ りもそ こで 死 亡 す る確 率 が 高 い わ け では な い 。 監獄 や 留置 所 に おけ る アボ リジ ナ ル

の死 者 の 割 合 が,総 人 口比 で他 の 人 々 よ りも高 い の は,は る か に多 くの アボ リジナ ル

が監 獄 や 留 置 所 に 収 容 され て い るか らで あ る。 例 え ば,1988年8月 の留 置所 に収 容 さ

れ て い る人 間 の 調査 で は,ア ボ リジナ ルは,ア ボ リジナ ル以 外 の人 々に 比 して29倍 も

の割 合 で 留 置 所 に 収容 され て い る。 そ の結 果,ア ボ リジナ ル が留 置 所 で 死 ぬ割 合 も高

くな るの で あ る。

　 総 人 口の2パ ー セ ン トに 満 た ない ア ボ リジ ナ ル が,刑 務 所 や 留 置 所 の収 容 者 の20

パ ー セ ン ト以 上 を 占 め る とい う状 況 こそが 改 善 す べ き最 も重 要 な課 題 で あ り,そ の解

決 のた め に は,ア ボ リジ ナ ルが 現在 の オ ー ス トラ リア 社会 で置 か れ てい る社 会 的 ・経

済 的 ・文 化 的 に 不平 等 な地 位 を 改 善 しなけ れ ば な らな い。 ま た,ア ボ リジナ ル個 人 や

コ ミュニ テ ィと警 察及 び一 般 の法 シス テ ム との 関 係 も改善 す る必 要 が あ る。

　 以 上 が,王 立 調査 委 員 会 の報 告 の要 旨 であ るが,そ の 内容 は極 め て妥 当 な もの で あ

る と思 わ れ る(Johnston　 1991a:1-34;Johnston　 1991c:1-7;Muirhead　 1988:1-7)。

Ⅱ　 死 者 の プ ロフ ィー ル

　 1991年 の セ ソサ ス に よ る と,ノ ー ザ ソ テ リ トリーで は,ア ボ リジ ナ ルが 人 口の22.7

パ ー セ ン ト強 を しめ る が,そ の他 の地 域 では3パ ーセ ン トに満 た な い。 オ ース トラ リ

ア の全 人 口に 占 め る ア ボ リジ ナ ルの 割 合 は 約1.6パ ーセ ソ トで,総 数 で約26万5,000人

で あ る。1986年 の セ ンサ ス に よ る と,ア ボ リジナ ル は,ア ボ リジ ナ ル以 外 の人 々に較

べ て,人 口10万 人 以上 の主 要 都 市 に住 む 割 合 は 低 い 。 総 人 口の約63パ ー セ ン トが主 要

都 市 に 住 む の に 対 して,ア ボ リジナ ル は約24パ ーセ ソ トしか主 要 都 市 には住 ん で い な

い。 ア ボ リジナ ル の約42パ ー セ ソ トは人 口10万 人 未 満1,000人 以 上 の 地 方 都 市 に 住 ん

で い る。 地 方 都 市 へ の 人 口の集 中 は ア ボ リジ ナル 人 口分 布 の一 つ の特 徴 と言 え る だ ろ

う。 残 る約34パ ーセ ソ トの ア ボ リジナ ルは,農 牧 地 域 に 住 ん で い る。

　 99人 の 死 者 の 平 均年 齢 は32歳,メ ヂ ア ソ(中 央 値)は29歳 で あ る。 また 死者 の圧 倒

的多 数88人 を 男 性 が 占 め て い る。 これ は,監 獄 や 留 置 所 に収 容 され る男 性 の数 が女 性

よ りもは るか に 多 い こ とに対 応 して い る。 表1は,出 生 した 州 と死 亡 した 州 を相 関 さ

せ た もの で あ る。 大部 分 の ア ボ リジナ ルが,州 を 越 え る よ うな大 き な移 動 を して い な

い こ とを 示 唆 して い る。99例 の うち死 亡 した 州 と出 生 した州 が異 な っ てい るの は13例

にす ぎな い 。 ア ボ リジナ ル は,非 アボ リジ ナル よ りも頻繁 に移 住 す る集 団 で あ る が,

アボ リジ ナル を 歴 史 的 に管 轄 した,州 の領 域 を 越 え た 移動 をす る こ とは 比較 的 少 な い
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表1　 監獄等で死亡 した99人 の生 まれた州 と死亡 した州*

State of death

State of birth

NSW 

Vic 

 Qld 
WA 

SA 

Tas 

NT

Tota1

NSw　 vic　 Qld　 wA　 SA　 Tas　 NT

11　 　　 2　 　　 3

1　　　 1

1　　　　　　 24　 　　 1　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　30

1　　　　　　　　　　　 1　　 12

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

15　　　　3　　　27　 　　32　　　12　　　　1　　　　9

Total

10

2

06

0

4
1

う
畠

7
'

1

　
　

2

塗
」

-

99

*出 所:Johnston　 1991a:41

と言 え よ う。

　 保 護iあるい は逮 捕 され る直前 の雇 用 状 況 を 見 る と,99人 中 の83人 は 失業 中 で,フ ル

タイ ムの仕 事 を持 つ もの は8人 しか い なか った。 死者 が 生 前 普 通 つ い て い た職 業 を 見

て も,失 業 して い た者 が27人 で,最 大 の カ テ ゴ リーを な して い る。また 単 な る労働 者,

す な わ ち非 熟 練 労 働 者 が24人,年 金 生 活 者 が8人 と,た と え失 業 を して い な くて も,

そ の 収入 が不 安 定 であ った と推 定 で き る人 々 も全 体 の約3分 の1に 達 す る。 一 般 の ア

ボ リジナ ル の状 況 も これ と大 差 は な い。 失 業 率 は30パ ー セ ン トを越 え,し か も就 業 者

中 の35パ ー セ ソ ト以 上 が 事実 上 の失 業 対 策 事 業 に よっ て雇 用 され て い る。

　 死 亡 した ア ボ リジ ナル が住 ん で いた コ ミュ ニテ ィを見 る と,24人 が大 都 市 に,35人

が地 方 都 市 に居 住 して お り,そ の多 くは 都 市 コ ミュニ テ ィの住 人 で あ った。 一 方,政

府 に よっ て公 認 され た ア ボ リジ ナル の コ ミュ ニテ ィに住 ん で い た の は21人 で,そ の過

半数 は ク ィー ンズ ラ ン ドに お り,フ リン ジ ・キ ャ ンプ の5人 は,西 オ ース トラ リア と

南 オ ー ス トラ リアの 住 人 で あ る。 また,99人 中 の少 な くと も43人(5人 は不 明)が,

子 供 時 代 に公 権 力 に よ って実 の親 か ら引 き離 され て い る。

　 最 後 に,死 亡 した 人 間 が死 亡 時 に 政 府 の どの機 関 の 管 理 下 に あ ったか を見 る と,そ

の 内訳 は,警 察 に保 護 あ るい は逮 捕 され て い た者 が63人,刑 務 所 で服 役 して い た 者 が

33人,少 年 施 設 に い た者 が3人 であ った 。 そ の死 亡 原 因 は,病 死 が37例 で最 多 を しめ

て い るが,そ の 他 の 原 因 で は首 吊 り自殺 の30例 が最 も多 い3)(Johnston　 l991a:37-53;

Castles　 1993:2-18)o
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Ⅲ　過大 な アボ リジナルの囚人 ・逮捕者

　 1988年8月,警 察 に逮捕 され 留 置 所 に拘 留 され た人 間 に つ い て の全 国調 査 が,王 立

調 査 委 員 会 の 研 究 班 に よっ て行 わ れ た 。調 査 期 間 中 のべ2万8,566人 の逮 捕 者 が あ り,

これ を1年 間 に換 算す る と34万2,792人,王 立 調 査 委 員 会 の 調査 期 間 に 当 ては め れ ば,

320万 人 以 上 の 逮 捕 者 が あ った こ とに な る。 ま た調 査 対 象 者 の 約28.6パ ー セ ソ トが ア

ボ リジナ ル で あ った。

　 この調 査 に よる と,ア ボ リジ ナ ル の逮捕 者,ア ボ リジ ナル 以 外 の逮 捕 者 の間 に,年

齢 構 成 上 の差 は あ ま りな い。15歳 か ら34歳 の年 齢 集 団 に逮 捕 者 は 集 中 して い る。 逮捕

され た 者 の男 女 比 を 見 る と,ア ボ リジナ ル は79:21,そ の他 の オ ー ス トラ リア人 は

92:8と,ア ボ リジ ナ ル に 女 性 の 逮 捕 者 が 目立 って い る。 特 に 西 オ ース トラ リア や

ク ィー ソズ ラ ン ドで は女 性 の割 合 が4分 の1に 達 す る。

　 表2は,1989年6月30日 に刑 務 所 に 収容 され て いた 囚 人 の 内訳 を示 した もの で あ る。

全 オ ース トラ リア の 囚 人 の14.3パ ー セ ン トが ア ボ リジナ ル で あ り,ノ ーザ ン テ リ ト

リーで は アボ リジ ナ ルの 囚 人 が全 囚人 の3分 の2以 上 を 占め て い る。 また,西 オ ース

トラ リア で は,そ の割 合 が3分 の1以 上 に 達 して い る。 年 齢 構成 は,一 般 の囚 人 に較

べ る と,ア ボ リジ ナ ルの 囚人 は年 齢 が 低 く,特 に10代 か ら20代 前 半 の 囚人 が 全 体 の約

半 分 を 占め る4も 囚 人 の 女 性 の 割 合 は,ア ボ リジ ナル で6パ ーセ ン ト,ア ボ リジナ ル

以 外 の 人 で5パ ー セ ソ トとほ とん ど差 はな い 。

　 逮 捕 理 由 に は,ア ボ リジナ ル とア ボ リジナ ル 以 外 の 人 々の 間 に 大 きな違 いが あ る。

飲 酒 と公 共 の秩 序 を乱 した(主 に飲 酒 に関 係)と い う理 由が,ア ボ リジナ ル逮 捕 の理

表2　 1989年6月30日 に監獄に収容 されていた人 々*

地　域 アボ リジナル 　 非 アボ リジナル 　不 明 十
二
=
ロ

アボ リジナル
の割合(%)

NSW

Vic

Qld

WA

SA

Tas

NT

Aust

415

　 86

412

558

　102

　 9

243

1,825

4,861

2,156

1,855

1,010

　 761

　 215

　 109

10,967

　 7

14

122

　8

21

172

5,283

2,256

2,386

1,568

　 871

　 245

　 352

12,964

7.9

3.8

18.2

35.6

11.8

4.0

69.0

14.3

*出 所:Johnston　 1991a:197
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由 の63.7パ ーセ ン トを 占 め て お り,他 の 項 目を圧 倒 してい る。 ア ボ リジナ ル 以外 の人

々で は,こ の項 目の 合 計 は32.4パ ーセ ン トで,ア ボ リジ ナル の 場 合 の 約 半分 に しか な

らな い。 ア ボ リジ ナル と非 ア ボ リジナ ル が刑 務 所 に収 容 され た主 な理 由を 見 る と,注

目す べ きは,ア ボ リジナ ル の 囚 人 の実 に39.5パ ー セ ソ トが,罰 金 の 支払 い の不 履 行 を

主 な理 由 と して 刑務 所 に収 容 され た とい う点 で あ る。 これ に対 し,非 ア ボ リジナ ル の

場 合 は19.7パ ー セ ン トに しか な ら ない。 も う一 つ の重 要 な ポイ ン トは,ア ボ リジ ナ ル

は刑 務 所 に収 容 され て い る人 口の13～15パ ー セ ソ トを 占め る だけ で あ るの に対 し,刑

務 所 に送 られ た 人 間 の約20パ ー セ ン トを 占 め る とい う点 で あ る。 これ は 罰 金支 払 い の

不履 行 で刑 務所 に送 られ る ア ボ リジナ ル が多 い こ と とお そ ら く関 連 が あ る。一 般 的 に

罰 金支 払 いの 不 履 行 は刑 期 が 短 いか らで あ る(Johnston　 l991a:191-229)。

　 現 在 の オ ース トラ リア の法 シ ステ ム,す なわ ち 白人 入植 者 の作 り上 げ た 法制 度 の も

とで,ア ボ リジナ ル とい うグル ー プは ま さ し く犯 罪 者 の集 団 で あ る。 平 均 す る とア ボ

リジ ナル は,2年 に1回 警 察 に 逮 捕 され,そ の 割 合 は非 ア ボ リジナ ル の20倍 に 達 す る。

しか し,王 立調 査 委 員 会 は,そ の 原 因 を ア ボ リジナ ル で は な く,現 在 の 白人 の 法制 度

の欠 陥 と,こ れ も また 白人 が 生 み 出 した ア ボ リジナ ル の極 め て不 利 な 社 会 的状 況 に求

め た の であ る。 アボ リジ ナル を 犯 罪者 集 団 に して い る,そ の構 造 的 な原 因 を追 及 した

のが ナ シ ョナル ・レポ ー トの 第2巻 で あ る。 次 に,第2巻 の なか の 「歴 史 の遺 産 」 の

章 を 中心 に,歴 史 的 ・構造 的 な 問 題 を論 じた い。

Ⅳ　歴史の遺産1

　 「オ ース トラ リア史 の 遺 産 を 理解 す る こ とは重 要 で あ る。 とい うの は,そ れ が ア ボ

リジ ナル た ち が感 じてい る不 正 を受 け た と い う深 い意 識,今 日の 不 利 な 地位,ア ボ リ

ジ ナ ル の 非 ア ボ リジ ナ ル や 社 会 に対 す る現 在 の 態 度 を 説 明 す るの に役 立 つ か ら で あ

る。」 とい う言 葉 で 始 ま る歴 史 の 章 は,ア ン ・マ ク グ ラ ス5)の 見 解 に 沿 い な が ら,ア

ボ リジナ ル と ヨー ロ ッパ 人 入植 者 との関 係 を概 観 して い る。

　 (a)イ ギ リス 人 の侵 入 以 前 の ア ボ リジナ ル社 会

現 在 オ ース トラ リア と呼 ば れ て い る地 域 に お け るア ボ リジ ナル の 歴史 は,5万 年 か

ら10万 年 前 に さか の ぼ る こ とが で きる。 ア ボ リジ ナ ルが,こ れ ほ ど長 期 にわ た って,

オ ース トラ リア に住 ん で い た とい う事 実 は,ア ボ リジ ナル を 単 な る マ イ ノ リテ ィ集 団

の一 つ と して分 類 す る こ とが 全 く見 当 外 れ で あ る こ とを 示 して い る。 ほ とん ど理 解 す

る こ とが で きな い よ うな昔 に 仮 定 上 起 こ っ た と され る移 民 と,1788年 に よ うや く始
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まった移民を比較することは馬鹿げたことである。移民はアボリジナル以外の人々の

中心的な歴史的経験であるのに対 して,移 民はアボ リジナルの歴史あるいは意識の重

要な部分ではない。

　かつてアボリジナルは,砂 漠地帯だけではなく,現 在都市のあるところにも居住 し

ていた。1788年のアボリジナル人口は75万人 と推計されてお り6),ニューサウスウェー

ルズや ヴィクトリアの海岸地帯や河川流域に多 くが集中 していた。その生活様式の多

様性はあま り知られていないが,例 えば,ヴ ィクトリア西部のアボリジナルは毛皮を

身につけ,石 造の家がある村にほぼ定住 していた。もっと暖かい地域では,1ヵ 所に

留まるのは数ヵ月だけであったようである。アボリジナルは,・ミラソスのとれた食生

活を送 り,多 くの伝染病からも海の壁で守 られていた(Johnston　 1991b:3-7)。

　 (b)ア ボリジナルの土地の強奪

　 アボ リジナルの土地の強奪の歴史は,現 在のアボ リジナルと非アボ リジナルの関係

を理解するのには欠かせない問題である。オース トラリアの領有は,そ の土地が無人

の大地であるという認識に基づいて,一 方的に宣言 された。その根拠は,ジ ェームズ ・

クックやジ ョゼフ・バンクスの海岸部にはほとんど先住民がいないという観察に基づ

いていたが,こ のような見解はすぐに不正確であることが分かった。初期の総督たち

は,ア ボ リジナルが内陸部にお り,特 別な領域を有し,土 地 と精神的あるいは相続に

よる関係を持っていることを発見した。それ以後,ア ボ リジナルの土地所有権の問題

は論争の的であったが,1991年 のマボ判決により,コ モソ ・ローに基づく土地の所有

権が再発見 された窺 しかしながら,マ ボ判決までは,ア ボ リジナルの土地の所有権

は考慮されることはあっても,権 利として正式に確認されたことはなかった。

　初代総督アーサー ・フィリップに対する命令は,ア ボリジナルの土地の占有に不必

要に干渉することを禁 じていたが,そ の解釈は入植に都合の良いように行われた。初

期のイギ リスのレトリックはアボリジナルに関心を示 しているかのようであるが,ア

ボ リジナルの土地を奪い取る政策を事実上行 った。イギリスは,「最初の発見 と入植」

とい う理論的な原理に基づいて土地を獲得したけれ ども,ア ボリジナルの武力に基づ

く抵抗は続 き,入 植者は征服者のメンタリティを持つようになった。アボリジナルの

抵抗を排除するために総督たちはしぼ しぼ軍事力を用いた。

　 1830年 代におけるイギ リスの人道主義の高揚によって,ア ボリジナルは公式にイギ

リスの臣民であるとみなされるようにな り,ア ボ リジナルの保護官なども任命された

が,実 際の効果はあま りなかった。フロンティアにおける戦いは入植 とともに広がっ

た。入植者や警察がフロソティアで実行 した政策は,武 力による鎮圧,静 かな,半 ぽ
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秘密の,断 続的な戦争であった。入植がゆっくりであった地域や武力抵抗が終わった

所では,ア ボ リジナルと非アボリジナルの共存が見 られた。牧畜業や農業などにおい

てアボリジナルの労働力は評価 され,ア ボリジナルは労働者として働 きなが ら,あ る

程度伝統的な土地とのつなが りを維持することができた(Johnston　 1991b:9-16)。

　 (c)フ ロンティアの時代:伝 染病 と暴力

　過去の経験は,何 世代にもわたって継承されるにつれて,民 衆の記憶あるいは歴史

意識 と呼ばれるようなものを生み出す。アボリジナルが,警 察や看守が獄中のアボリ

ジナルを殺したに違いないと思ったのは,オ ース トラリアの植民地主義的な過去に対

する告発であ り,現 在の社会が,過 去は終わったとい う確証をいまだに示す ことがで

きない証拠でもある。

　 フロンティアの時代は,ア ボ リジナルに対 して課 された 「法と秩序」のタイプを示

している。しかもこれが後の時代の色調を決めることになった。オース トラリアのほ

とんどの地域で,暴 力あるいは暴力を用いるとい う脅 しが,イ ギリスの法 と秩序を確

立する主な手段 となった。フロンティアの時代に殺されたアボリジナルの数は2万 人

を越える8)。アボ リジナルは土地と伝統的な生活手段を奪われ,飢 えや非アボリジナ

ル社会の周縁部や リザーヴへの移動が不可避になった。暴力に対する恐怖の遺産は,

入植者のねらいどお りに,先 住民に対 して支配権を確保するための最も有効な戦略 と

なる。アボリジナルがいったんこの恐怖の影響下に入ると,彼 らは単にイギ リスの法

律に従順になるだけでなく,す べてのイギリス人が与えるいかなる命令に対 しても従

順になる傾向があった。

　多 くの入植者は,自 ら法の執行者となった。彼らは,自 らの手で征服を行 う権力を

与えられていると感 じていた。実際,公 権力はほとんど介入することはなく,こ のよ

うな行動に暗黙の了解を与えていた。暴力と鎮圧のスタイルには様々なものがあった。

武力の誇示や誘拐,1838年 にマイオール ・クリークで起こったような虐殺,1835年 に

西オース トラリアの総督スターリングによって行われた,ピン ジャラの虐殺のような

懲罰的遠征などはその例である。 クィーンズラン ドでは,先 住民の警察を利用す るこ

とで,さ らに厳 しい弾圧が1890年 代まで続いた。ここでは,1万 人以上のアボ リジナ

ルと1,000人以上の入植者が,フ ロンティアにおける衝突で命を落とした。最後のフ

ロンティアであるノーザンテリトリーや西オース トラリア北部で,入 植者による秩序

が確立されたのは1930年 代であ り,そ れまでは露骨な暴力による弾圧が続いた。

　アボリジナルに対する暴力が公的な記録には残らず,ア ボリジナルが虐殺などの極

端な排斥をあまり経験 していないように見える地域がある。アボリジナルに対す る暴
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力 は公 に黙 認 され て い た け れ ど も,法 律 を文 字 どお りに解 釈 す れ ぽ,そ れ は明 らか に

違 法 な行 為 で あ る。 アボ リジ ナ ル を虐 殺 した人 々は,そ れ ゆ え,そ れ を文 字 に して 記

録 す る場 合 に は極 め て 慎 重 で あ った。 彼 らは,次 の よ うな碗 曲 な表 現 を用 い る こ とで

訴 追 を 免 れ て いた 。`dispersing',`breaking　 up',`shaking　 up',`giving　 a　fight',`teaching

them　 a　lesson'こ れ らの 表 現 はす べ て,ア ボ リジナ ル を銃 撃 し,そ の 多 くを殺 す こ と

を意 味 してい た。 もち ろ ん ア ボ リジナ ル た ち も,攻 撃 を うけ て い たぼ か りで は な く,

入 植 者 た ちに 反撃 し,少 な く とも3000人 以上 の ヨー ロ ッパ 人 を殺 し,3000人 以 上 を傷

つ け た 。 しか し,こ の よ うな抵 抗 は 決 して大 規 模 な,組 織 的反 抗 に発 展 す る こ とは な

か った。

　 ヨー ロ ッパ 人 が もた ら した 天 然 痘 や マ ラ リア は,ア ボ リジナ ル人 口に破 壊 的 な 影響

を 及 ぼ した。 人 口は 半 減 し,多 くの地 域 で 事 実上 消滅 した 。 この よ うな人 口の 減 少 は

侵 略者 に対 抗 す る能 力 を 極 度 に低 下 させ た と考 え られ る。 伝 染 病 は 人 口減 少 の 最 大 の

要 因 で あ った が,土 地 の 収奪 や社 会 の破 壊 が,伝 染 病 が極 め て広 が りやす い状 況 を 生

み 出 した 側面 も見 逃 して は な らな い。 入 植 が 急 速 に進 ん だ オ ー ス トラ リア南 東 部 の人

口減 少 が 著 しい のは,こ れ を 裏付 け て い る(Johnston　 1991b:17-21)。

　 (d)警 察

　 ア ボ リジナ ル の生 活 に対 す る警 察 の介 入は,様 々な 理 由 か ら認 め られ て きた 。 囚人

植 民 地 の 初 期 の 時代 を除 い て,警 察 が ア ボ リジナ ル と ヨー ロ ッパ 人 の 対立 の媒 介 した 。

この点 につ い て は,軍 隊 が大 き な役 割 を果 た した 北 ア メ リカ と対 照 的 であ る。 オ ース

トラ リア の警 察 は コ ミュ ニテ ィの管 理 よ りもむ しろ,軍 隊 の 代替 物 の よ うな様 相 を示

した 。 そ れ は,警 察 を`troopers',`corps',`police　 forces'と 表 現 す る よ うな 用 語 を生

ん だ。

　 ア ボ リジ ナ ル の 抵 抗 は,オ ース トラ リア の農 牧 地 帯 の警 察 設 立 の 契 機 に しぼ しぼ

な った。 例 えぽ,ニ ューサ ウス ウ ェー ル ズ植 民 地 の 国境 警 察 が 創 設 され た のは,マ イ

オ ール ・ク リー クの 虐 殺 の 直 後 で あ る。 ア ボ リジナ ル が 自 らの土 地 や コ ミュニ テ ィを

守 ろ うとす る行 動 は,非 ア ボ リジナ ル社 会 に よ って犯 罪 で あ る と定 義 され た。 入 植 者

が 直接 手 を下 さない 場 合 に は,警 察 が導 入 され,ア ボ リジナ ル を処 罰 した の で あ る。

警 察 は,公 式 には,ア ボ リジ ナ ルに 対 す る入植 者 の私 的 な暴 力 を取 り締 ま る役割 も担 っ

て いた が,つ ね に 入植 者 の安 全 が第 一 に考 慮 され てお り,現 実 に は,警 察 は フ ロ ンテ ィ

ア平 定 のた め の 国家 の道 具 に な った 。

　 20世 紀 に な り州及 び連 邦 に権 限 が 集 中 され と,警 察 が ア ボ リジナ ル の 「保 護 」 法 を

執 行 す る役 割 を 果 た す こ とに な る。 ア ボ リジナ ル の キ ャン プは,非 ア ボ リジナ ル の要
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求によって移動させられ,お もな都市はアボ リジナルの立ち入 りを禁止した。 またア

ボ リジナルは,そ の他様々な行動の制限を受けるようになる。

　 1930年代までのノーザンテ リトリーでは,警 察は保護官として,3ヵ 月毎にアボリ

ジナルの労働条件を点検 し,病 気の者の治療や輸送を行った。また彼らは,混 血児を

親から強制的に引き離 した。アボリジナルたちは,子 供や病人を警官による 「保護」

から守るために,し ぼしば警察の巡視か ら逃れ ようと努めた。彼らは,保 護官たちに

出来る限 り情報を与えないように努めたのである。警察は,労 働力や売春婦を確保す

るために,ア ボ リジナルを狩 り出す ことがあった。部族法に基づ ぐ殺人に関与 した者,

都市の禁止地域に入った者,牛 を盗んだ者なども逮捕 した。

　 ニューサ ウスウェールズでは,警 察は 「援助を受けるに値する」アボリジナルに,

アボ リジナル保護委員会の命令で食料を配給 した。保護委員会はアボリジナルの移住

や子供の就学を強制するために,食 料の配給を停止することができた。委員会はまた

管理者のいないリザーヴなどを監督する権限を持ち,ト ラブルメイカーを追放 した り,

リザーヴの土地を処分 した り,子 供を肉親か ら引き離 し 「訓練施設」へ送った りした

のである。 これらの保護委員会の仕事を実際に行っていたのは警察であった。警察は

ミッションや政府の リザーヴの係官に協力して,反 抗するアボ リジナルを遠い リザー

ヴや刑務所に送った。

　警察は,20世 紀の前半,ア ボリジナルを取 り締まるだけではなく,困 窮者に食料な

どを配給 した り,ア ボリジナルの信託財産(ア ボリジナルの給料は大部分が信託され,

その手元に戻ることはなか った)の 管理を行 った りした。警察は,こ のように して,

アボ リジナルが白人社会 と接触する接点とな り,白人社会の法を直接学ぶ場になった。

警察は,ア ボリジナルの私的な生活のあらゆる面,住 居,食 事,病 気,労 働,教 育,

育児などに介入 した。1940年 代からは,福 祉関係の役人が多くの面を担当するように

なったが,強 制移住や子供の引き離しなど,暴 力が潜在的に必要な場面には介在 した

のである(Johnston　 1991b:28-33)。

　 (e)ア ボリジナルと法

　オース トラリアの裁判所は,ア ボリジナルにも非アボリジナルのも同じ法が適用さ

れるという見解をとってきた。 しかしながら,実 際の法の適用ではアボ リジナルは極

めて不利な立場におかれていたのである。治安判事が担当する裁判では,治 安判事自

身が一般的にアボ リジナルの雇用者や利害の対立する人々であ り,ア ボ リジナルに有

利な判決が下るようなことはほとんどなかった。19世 紀にはアボ リジナルの証言は証

拠 とみなされず,そ の証言が認められるようになった後も,あ まり信用されなかった。

184



藤川　 アボリジナルと白人の法

陪 審裁 判 では,陪 審 員 は ほ とん どの 場 合 ア ボ リジ ナル に敵 対 的 で,ア ボ リジ ナ ル に有

利 な 判 決 の下 る可 能 性 は なか った 。1884年 か ら1911年 に か け て殺 人 で 起 訴 され たす べ

ての アボ リジ ナ ルは 有 罪 で あ った が,ア ボ リジ ナ ルを 殺 した 白人 はほ とん ど有罪 に な

る こ とは な か った。1913年 に裁 判 官 ビー ヴ ァンは 次 の よ うに 述 べ て い る。

　 「陪審員たちは,白 人を黒人に対 す る罪で有罪に しようとは しない。証言が黒人 のもの

であれば確実に無罪であ る。 これに対 し,黒 人の証言に基づいて黒人に対す る有罪判決 を

得 るのには問題は ない。陪審制度は,一 つの人種か らな る社 会では うまく機能 して きたか

も しれ ないが,人 種的反感の導入は,陪 審に よる裁判の原則 さえ も突 き崩す ほ どに進 んで

いる。」

　アボリジナルが逮捕される割合が急速に増えたのは1950年 代になってか らである。

19世紀には,ア ボ リジナルに対する制裁はフロンティアの住民による私的な制裁をと

ることが多 く,20世 紀の前半は,ミ ッショナ リーや リザーヴの監督官が処罰を行って

いた。アボリジナルは,一 般の人の目に触れないところで,極 めて不当で恣意的な処

罰を受けていたのである。アボリジナルに対する飲酒の許可が犯罪の増加を招いたと

いう主張があるが,ア ボ リジナルの犯罪の増加は飲酒の公認以前にすでに起 こってい

たようである。刑務所や監獄におけるアボリジナル収容者の増加は,リ ザーヴなどア

ボリジナルを分離収容する他の施設の減少に対応 した現象であったように思われる。

　アボリジナルの囚人数の歴史的変化を見ると,興 味深いことが分かる。クィーンズ

ラン ドのアボ リジナルの囚人の割合は,1901年 には6.7パーセン トであったが,1931

年には1.4パーセン トに低下した。現在と比較すれば信 じられないほど低い数値であ

る。これは,ア ボ リジナルに対して厳 しい統制を行った政府の政策と,リ ザーヴを刑

務所の代替物 として用いた結果であ る(Johnston　 l991b:21-27;McGrath　 1995a:

180-200)。

　 (f)ア ボ リジナルの労働

　オース トラリアの内陸部や北部では,他 の労働力を獲得す ることが困難であったの

で9),ア ボ リジナル労働が広 く用いられた。1960年 代になるまで,ア ボリジナルは食

料の配給 と作業着の支給だけで働かされることが多かった。クィーンズラン ドでは,

賃金の支払いが義務化されたが,そ の多 くが保護官に信託財産として預けられた。保

護官たちは,信 託された財産の利用を全 く恣意的な判断に基づき厳 しく制限 したので

ある。保護官たちは,ク リスマスのためのアメを買 うお金を引き出すことは認めたが,
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独立 した生活を送るために中古の自動車を買 うことは認めなかった。その結果,ク ィー

ソズラン ドではアボリジナルの信託財産が30万 ポンド近 くに達するのである。これは

結局,ア ボリジナルの手に渡る事はなく,一 般の歳入に組み入れ られた。アボ リジナ

ルは,正 当な賃金を支払われず,稼 いだわずかな賃金も自由に使えず,労 働災害や医

療補償も受けることができなかった。家族賃金の保証は適用されず,老 齢年金や失業

保険か ら除外され,普 通教育も受けることはできなかった。アボ リジナルのキャンプ

には,水 道や下水,電 気などの設備は最近までほとんどなかったのである。

　同化政策のために両親か ら引き離されたアボ リジナルの子供は,社 会で労働秩序の

最下層に位置するような仕事につ くような訓練を受けた。女子は家内奉公人として働

く訓練を受け,男 子は農村の下働きをするような教育を受ける。肉親から引き離され

たアボリジナルの少年や少女は,非 アボリジナルの家庭で,他 のオース トラリア人が

嫌悪したこの種の仕事についたのである。同化理論に基づいて,こ のような政策は,

若いアボ リジナルが非アボ リジナル社会の価値観を吸収するのを可能にするとい う理

由で正当化 されたが,明 らかに労働市場の需要に応える政策でもあった。アボ リジナ

ルは,最 も賃金が安 く 「ステイタスの低い」仕事を,自 分 自身が選んだのではない雇

い主の下で行わねばならなかった。若者たちが仕事を離れれぽ,処 罰されるか,リ ザー

ヴに送られた。一方,低 賃金労働による搾取は,「文明化」であるとして正当化され

たのである。

　 アボリジナルの多 くは,隔 離された施設で一種の拘留状態にあった。アボリジナル

の混血児やその他の子供の収容施設は,質 の悪い刑務所とほとんど区別がつかなかっ

た。混血のアボリジナルの児童に対する監視は特に厳 しく,あ る人物はそれを次のよ

うに批判 している。

　 「混 血 の 者 は保 護 官 が命 じた 場 所 に 住 み,保 護 官 が 承 認 した 場所 で働 か なけ れ ば な らず,

自分 自 身 の生 活 に関 す る発 言 権 が全 くな か った。 混 血 の 女性 の生 活 に 関 す る限 り,彼 女 は

完全 に 保護 官 の支 配 下 に あ った 。保 護 官 は,彼 女 の た め に彼 女 の 生 活 を 律 し,彼 女 に は 抵

抗 の 機 会 さ え な か っ た 」(Johnston　 1991b:36-38,41;McGrath　 l995b:1-129,158-170,

188-216;May　 1994:41-135;Saunders　 l992:20-57)。

Ⅴ　歴史の遺産2

前節では,植 民地法や警察との関係を中心に,ア ボ リジナルの歴史を概観 してきた
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が,こ こでは,王 立 調査 委 員 会 の調 査 対 象 とな った個 人 の 具 体 的 な例 を と りあ げ て,

も う少 し詳 しい歴 史 的 経緯 を見 てみ た い 。そ の例 とは,ク ィー ソズ ラ ソ ドの チ ャ ーバ ー

グ ・コ ミュ ニテ ィ とそ れ に 係 わ った 人 々で あ る。

　 ク ィ ー ンズ ラ ン ド州 の報 告 書 に よる と,王 立 調 査 委 員 会 が 検 討 した州 の アボ リジナ

ル の 死者 は27人,そ の 中 の25人 が ク ィー ソズ ラ ソ ド生 まれ で あ った。 この25人 中22人

は,チ ャ ーバ ー グの よ うな 旧 リザ ー ヴあ るい は ミ ッシ ョソ(現 アボ リジ ナ ル ・コ ミュ

ニ テ ィ)の 生 まれ か,旧 リザ ー ヴ と深 い関 係 を持 つ 人 々 であ った 。以 上 の事 実 は,ク ィ ー

ソ ズ ラ ン ドに おけ る同 化 政 策 の 中心 的 存 在 で あ った リザ ー ヴや ミ ッシ ョンが,ア ボ リ

ジ ナ ル と=オース トラ リア法 との 軋 礫 に大 き な 影 響 を 及 ぼ して い る こ とを 物 語 って い

る。 チ ャ ーバ ー グの ア ボ リジナ ル の歴 史 は,現 在 の ア ボ リジ ナル に と って の歴 史 の 重

さを 示 す極 め て有 効 な 事 例 で あ る(wyvill　 1991:39-41)。

　 (a)チ ャーバ ー グ

　 チ ャ ーパ ー グは,ア ボ リジナ ル保 護 協 会 に よ って設 立 され た バ ラ ムバ ・ミッシ ョン

と して 始 ま った が,1904年 に 州政 府 の管 轄 の リザ ー ヴ と して 再 ス タ ー トした 。 最 初 は

この 地 域 に住 む,ワ カ ワカや カ ビカ ビの人 々が 集 め られ た が,政 府 の 強制 移 住 政 策 に

よ る ク ィ ー ンズ ラ ン ド各 地 の アボ リジ ナ ルの 収 容 場所 とな る。1905年,チ ャー・ミー グ

は 感 化 院 に指 定 され る。 これ に よ って,各 地 か ら多数 の ア ボ リジナ ル の子 供 が 送 り込

まれ た 。 さ らに,ア ボ リジナ ル の病 人 や 老 人,貧 民 や 白人 の規 範 に 抵 抗す る者 な どを

収 容 す る施設 とな る。 そ の 結 果,1934年 の チ ャーバ ー グは28の 異 な った部 族 に よっ て

構 成 され る よ うに な っ た。 人 口 も1904年 に は約140人 で あ った が,1950年 代 中 葉 に は

1000人 を 越 え た。

　 リザ ー ヴ は,「 死 に 行 く人 種 」 で あ る 「純 潔 」 の ア ボ リジ ナ ルを 保 護 ・隔 離 し,混

血 の ア ボ リジナ ル を 同化 す るた め の場 所 であ る と位置 づけ られ た 。 収 容 され た ア ボ リ

ジ ナル に 対 して は文 明化 ・同化 政 策 が強 制 され,と りわ け子 供 に対 して は,両 親 か ら

引 き離 し,寮 で生 活 させ る こ とで,ア ボ リジ ナル 文化 か らの遮 断 が 図 られ た。 とこ ろ

が,名 ば か りの 同化 政 策 に よ る教 育 は極 め て不 十 分 で あ り,リ ザ ー ヴ出 身 の ア ボ リジ

ナ ルた ちは,女 性 は家 事 奉 公 人 と して,男 性 は 肉体 労働 者 と して,白 人 社 会 の最 下 層

の低 賃 金 労働 力 を提 供 す るの で あ る。 リザ ー ヴでの 生活 は あ らゆ る面 が,白 人 の監 督

官 や マ トロソに よ って統 制 され て お り,ア ボ リジ ナル が イ ニ シア チ ヴを とれ る機 会 は

ほ とん どな か った。1984年 に ア ボ リジナ ル に よる 自治 が導 入 され る まで,こ の よ うな

状 況 に大 きな 変化 は なか った 。

　 1934年 のチ ャ ー・ミー グでは,婚 姻 の 習慣 や 社 会 組 織 や 言語 な ど,伝 統 的 な文 化 が多
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く存在 して いた 。 しか し,同 化 政 策 の 実 施 と多 くの部 族 が 混在 した 結 果,1976年 まで

に は,言 語 や 伝 統 的 な生 活 に関 す る知識 は ほ とん ど失 わ れ て しま う。 実 際,1985年 に

は 住 民 の ほぼ 全 員 が キ リス ト教 の信 者 とな った と言 わ れ て い る。 一 方,こ の 頃 に な る

と,チ ャーバ ー グの アボ リジ ナ ル と して の新 た な伝 統 の創 造 が行 わ れ,チ ャーバ ー グ

の アボ リジ ナ ルは,チ ャ ーバ ー グとい うコ ミュニ テ ィの一 員 と して ア イデ ンテ ィテ ィ

を 感 じ る よ う に な っ た(Guthrie　 1975:16-22;0'Sullivan　 1985:10-16;0'Sullivan

1986:3-11;Wyvil11990b:4-6;Wyvill　 1991:240-249)。

　 調査 対 象 とな った99人 の ア ボ リジ ナル の な か で,チ ャ ーバ ー グ と深 い関 係 を もつ者

が4人 い る。 以 下 で は,か れ ら の家 族 史 を た どる こ とで,政 府 の政 策 が ア ボ リジナ ル

に 及 ぼ した影 響 の大 き さを示 した い 。

　 (b)ダ ニ エ ル ・アル フ レ ド ・レイ シ ー

　 ダ ニエ ル の母 の パ ール は,チ ャーバ ー グ地域 で成 長 し,1940年 代 中頃 に は ウ ォ リ ッ

クや ロマ な どで家 事奉 公 人 と して働 い た 。 父 の ライ オ ネル は,チ ャーバ ー グの リザ ー

ヴで 成 長 し,リ ザ ー ヴや 周辺 の農 場 で一 般 労働 に従 事 した 。1947年1月,ダ ニエ ル が

ライ オ ネ ル とパ ール の 間 に生 まれ るが,両 者 は ま だ正 式 に 結婚 しては い な い。 そ れ ゆ

え,ダ ニエ ル はす ぐに祖 父母 の も とに預 け られ,以 後 両 親 と住 む こ とは なか った 。 同

年9月,チ ャーバ ー グの監 督 官 は,パ ール を チ ャーバ ー グか ら1200キ ロ離 れ た 牧 場 に

送 る。 しか し,パ ール は これ に抗 議 し,同 年 チ ャーバ ー グへ の帰 還 を認 め られ た 。 第

二 子 の 誕 生 の後,二 人 は1948年 に結 婚 の 許 可 を受 け た。1952年,ラ イ オ ネル は 別 の リ

ザ ー ヴ,ウ ー ラ ビン ダに 強制 移 動 させ られ る。 パ ー ル と子 供 の シ ャ ー リー もラ イ オ ネ

ル と と もに移 動 した 。1954年,ラ イ オネ ル は,警 察 官 を襲 った た め に,タ ウ ソズ ヴ ィ

ル 刑 務 所 に 収 容 され,さ らに 別 の リザ ー ヴ,「 監 獄 島 」 と呼 ぼ れ た パ ー ムア イ ラ ソ ド

に 送 られ る。 パ ール と子 供 は,そ の数 ヵ月後 ライ オ ネ ル に合 流 す る許 可 を得 た 。1957

年 の 中 頃,家 族 は ウ ー ラ ビ ソ ダに戻 る。 け れ ど も,す ぐにパ ール は単 身 ウー ラ ビ ソダ

か ら逃亡 し,子 供 た ち は ウー ラ ビソ ダの 寮 に 収容 され た 。1959年,祖 父 母 は ダ ニ エル

に 続 き,こ の 子供 た ち もチ ャーバ ー グに引 き取 る。そ の後 ラ イ オネ ル とパ ール は チ ャー

バ ー グに戻 るが,子 供 た ち との 関 係 を 回 復 す る こ とは で きな い。 パ ール は,1964年

チ ャ ーバ ー グか ら逃 亡 し,そ の後 ブ リス ベ ン,ハ ー ヴ ィーベ イ,シ ドニ ーに 住 ん だ 。

ライ オ ネ ル は,チ ャ ーバ ー グ とブ リス ベ ンに交 互 に住 んだ 後 に,1979年 に チ ャ ー タ}

ズ タ ウア ー に移 動 し,1982年,そ この精 神病 院 で死 亡 す る。

　 ダ ニエ ル の祖 母 は,ミ ッ シ ョナ リーの 影響 を受 け た厳 格 なバ プテ ィス トで あ り,ダ

ニエ ル を厳 し く教 育 した が,思 春 期 に な る と コ ソ トロール で きな くな った 。1961年,
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ダ ニエ ル は,14歳 で ウ ェス トブル ックの少 年 院 に 送 られ る。1962年,チ ャ ーバ ー グへ

戻 され るが,す ぐに 少年 院 に再 び 収 容 され た 。1964年 ウー ラ ビ ンダに 戻 され る が,2

週 間 後 に 逃 亡 す る。 ダニ エル は,北 ・中部 ク ィー ソ ズ ラ ン ドを転 々 と した後,1967年

以降 ブ リス ベ ンに住 む よ うに な る。 この時 か ら1987年 の 死 まで,ダ ニ エル は そ の 大部

分 の時 間 を刑 務 所 で 過 ご し,刑 務 所 外 に い る時 は,主 に南 ブ リス ベ ソの ア ボ リジ ナル ・

ゲ ッ トー に住 んだ 。 ダ ニエ ル は,刑 務 所 内 で は恐 れ られ て お り,多 くの ア ボ リジ ナル

受刑 者 の保 護 者 の 役 割 を果 た した 。1987年,ブ リス ベ ソ刑 務 所 の 受刑 者 た ちが,ア ボ

リジナ ル と して の ア イデ ソテ ィテ ィを 確 認 す るた め に,顎 髭 を は や す キ ャ ソペ ー ソを

始 め た と きに は,次 の よ うな手 紙 を所 長 に 対 して 送 って い る。

　 「私は生涯を通 じて アボ リジナ ルの部族に属 して きた。そ して,私 は,自 分をア ボ リジ

ナルであ るとみなす人生の段階に到達 した と感 じる。それゆ え,私 は,ア ボ リジナル文化

におけ る私の ステイ・タスの シンボルとして,顎 髭 をのぼ している。 いか なる者 も,国 であ

れ人間であれ,私 に対 して私 の文化,信 念 の遺産 を否定す る権利は ない,と い うのが私 の

信念である」(WyvilU990a:1-14)。

　 (C)エ ドワー ド ・ス タ ソ リー ・ウェス ト

　 エ デ ィ(エ ドワー ド)の 家 族 は,少 な くと も3代 にわ た る リザ ー ヴの住 人 で あ る。

彼 の母 方 の祖 母 シ シ ーは,ミ ッチ ェルで 生 まれ,お そ ら くチ ャーバ ー グへ 強 制 移 動 さ

せ られ た 。 そ の 夫 は,態 度 が悪 く生 意 気 で,監 督 官 を殴 ろ う と した とい う理 由 で,

1933年 に チ ンチ ラの施 設 か らチ ャーバ ー グに 強 制移 動 させ られ て い る。エ デ ィの 母 は,

この チ ャ ー・ミー グで生 まれ,エ デ ィの父 の ア ソ ソニ ー と後 に結 婚 した 。1962年 ア ソ ソ

ニ ーは,リ ザ ー ヴの 監督 官 の庭 を荒 ら した後,「 不 満 足 な行 動 」 を理 由に 監 督 官 が十

分 と考 え る期 間 パ ー ムアイ ラ ソ ドに送 られ る。 チ ャーバ ー グへ の帰 還 を許 され た のは

そ の1年 後 で あ った。

　 エ デ ィは,1969年 に チ ャーバ ー グで この二 人 の 間 に生 まれ た。 母 は 病 院 で 働 くが,

父 は収 入 の大 部 分 を 飲 酒 につ ぎ込 ん だ 。 また 父 は 日常 的 に 暴 力 を ふ る った 。 母 は21歳

の誕 生 日ま で酒 に 手 を つ け なか った が,そ の 日以後 酒 に溺 れ る よ うに な る。1972年 に

母 親 が子 供 を捨 て て チ ャ ーパ ー グを 去 る と,エ デ ィは祖 母 に 引 き取 られ た 。 しか し,

チ ャ ーパ ー グには,少 年 の た め の娯 楽 施 設 が な く,ま た教 育 環 境 も劣悪 で,エ デ ィは

少 し大 き くな る と非 行 グル ー プに加 わ る。 チ ャ ー・ミー グに は約40人 の少 年 か ら成 る複

数 の非 行 グル ー プが あ り,エ デ ィは そ の よ うな グル ー プの一 つ の一 員 とな った。 そ の
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後 エ デ ィは,飲 酒 や シ ソナ ー の吸 引 を 行 い,窃 盗 を重 ね,1981年 か らは 政 府 の施 設 な

どで暮 らす 。 一 時 期 チ ャーバ ー グに 戻 るが,問 題 をた び た び起 こ し(4歳 の 子供 に対

す る レイ プや 窃 盗 な ど),繰 り返 し逮 捕 され た り,保 護 処 分 を受 け た りした。

　 エ デ ィは,11歳 頃 か ら飲 酒 を始 め,16歳 まで に は多 量 の 酒 を飲 む よ うに な る。 っ い

に,エ デ ィの問 題 行 動 に我 慢 が で きな くな った チ ャーバ ー グの アボ リジ ナ ル ・コ ミュ

ニ テ ィは,エ デ ィの チ ャ ーバ ー グか ら追 放 を 求 め,エ デ ィは 少年 院 に送 られ る。18歳

に な り,エ デ ィは政 府 の保 護 か ら解 放 され るが,そ の5ヵ 月 後 に 自殺 した。 エデ ィに

関 して は,そ の精 神 的 な病気 に た いす る治 療 の 必 要 が認 識 され て い た が(ま た エデ ィ

もそ れ を 求 め た),そ れ は 実 現 しな か った(wyvill　 l990b:5-22)。

　 (d)グ レゴ リー ・マイ ケル ・ダ ソ ロ ビ ン

　 グ レ ゴ リーは,1954年 に生 まれ30歳 で 自殺 す る まで,人 生 の大 部 分 を チ ャ ーバ ー グ

で過 ご した 。彼 の母 は,ク ィー ソズ ラ ソ ド中 西部 の地 方 都 市 ク レル モ ソ トに生 まれ る。

彼 女 はそ の 後,チ ャーバ ー グに 強 制移 動 させ られ た と思 われ る。 義 理 の 父 ダ ン ・ダ ソ

ロ ビ ソは1920年 に ク レル モ ソ トで生 まれ た。 彼 の姓 は,ク レル モ ソ トの西 にあ る牧 場

の名 に 由来 して い る。 そ の牧 場 は 彼 の家 族 の先 祖 伝 来 の土 地 に あ った 。1925年,ダ ン

は,彼 の 母 リジ ー と姉 とと もに,チ ャーバ ー グに 政府 の手 で強 制 移 住 させ られ て い る。

そ の 原 因 は,先 住 民 問 題担 当局 の官 僚 が,リ ジーが アヘ ソを 喫 煙 し,姉 に それ を 与 え

て い る と思 った か らで あ る。1963年 に母 が死 ぬ と,グ レゴ リー と二 人 の兄 弟 は そ の伯

母 に 引 き取 られ た 。15歳 の時 に,グ レゴ リーは 開墾 作 業 の 職 に つ き,約2ヵ 月 の仕事

の 後,約1週 間 チ ャーバ ー グへ戻 る とい うよ うな生 活 を 送 る よ うに な る。 彼 は優 れ た

労 働 者 で あ り,ま た ロデ オ で も有 名 であ った 。 しか し,仕 事 を 始 め た 時 か ら酒 を飲 み

始 め,後 に は きわ め て 大 量 の 酒 を飲 む よ うに な った。18歳 に な って か ら後 は,彼 は 毎

年 少 な くと も一 度 飲 酒 に 関 係 す る犯 罪 で逮 捕 され た。 死 ぬ ま でに 逮 捕 され た 回数 は 少

な くと も33回 あ る。

　 彼 は アル コー ル依 存 症 で あ り,死 亡 した 日も,多 量 の飲 酒 の後 で 病 院 に 治療 を受 け

に行 くが,入 院 治 療 を拒 否 され る。彼 は,い つ もの よ うな治 療 を 要 求 す る が,警 察 を

呼 ぶ と言 わ れ て,病 院 を 去 った 。 しか し,す でに 警察 へ の連 絡 は な され て お り,道 路

でふ らつ い て い る と ころを,警 察 に逮 捕 され 留 置 所 に拘 留 され た 。 彼 は,留 置 所 では

十 分 な監 視 もな く放 置 され,自 分 の ベ ル トを用 いて 自殺 した の であ る。検 死 官 は,彼

の死 に対 して刑 法 上 の罪 を 負 う者 は い な い と した 。 しか し,「 ダ ソ ロ ピソ の生 活 状 況

に関 す る徹 底 的 な 調査 は,ダ ン ロ ビソの 死 に 関す る道 徳 的 な責 任 は,単 に 彼 が ア ボ リ

ジ ナ ルだ とい う理 由だ け で,彼 の 生 活 の あ らゆ る側面 を統 制 し よ う と した 非 ア ボ リジ
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ナ ル の政 治 家 や 役 人 に あ る こ とを 示 して い る」。

　 1897年 制 定 の法 律 に よ って,「 保 護 官 は ア ボ リジ ナ ル を リザ ー ヴや そ の 他 ど こに で

も好 きな よ うに 移 動 させ る こ とが で きた 。 また,ア ボ リジ ナル の 雇 用 は保 護 官 の 裁 量

に任 せ られ て いた 。ア ボ リジ ナル の女 性 が ア ボ リジ ナル で な い 人 と結 婚 す る場 合 に は,

保 護 官 の許 可 が 必 要 で あ った。 ア ボ リジ ナル の遺 書 は保 護 官 の 承 認 が な い 限 り無 効 で

あ った。」 「「在 院 者」 と彼 らは呼 ぼ れ て い た が,リ ザ ー ヴ では,監 督 官 の あ らゆ る指

示 に 従 う必 要 が あ り,1週 間 に少 な く とも24時 間 無給 で働 か なけ れ ぽ な らなか った 。

在 院 者 は,犯 罪,重 大 な非 行,義 務 の不 履 行,重 大 な 不服 従 ・規 則 違 反 を 行 え ば,即

決 で14日 まで の 監禁 の処 罰 を 受 け る こ とが あ りえた 。 同種 の違 反 を 行 った16歳 以下 の

者 に対 して は,体 罰 が 認 め られ た い た。」 「保 護 官 は ア ボ リジナ ル を リザ ー ヴに移 動 さ

せ る決 定 を す るに あ た り,法 律 に よ って そ の理 由を 述 べ る必要 は なか った 。」 しか し,

記 録 に よれ ぽ,「 怠 惰,浮 浪,ア ヘ ンの 取 引,老 齢,不 道 徳 な生 活,部 族 的 な争 い が,

多 くの 人 々 の ア ボ リジ ナ ル ・リザ ー ヴへ の 移 動 の 理 由 で あ った 」。基 本 的 に は,ヨ ー

ロ ッパ人 の道 徳 規 範 や 行動 規 範 に あわ な い ア ボ リジ ナ ルが,リ ザ ー ヴに送 り込 まれ た

の で あ る(wyvill　 1990c:1-9)。

　 (e)ジ ョソ ・レイ モ ソ ド ・パ イ ロ ッ ト

　 パ イ ロ ッ トの祖 先 は,ク ィ ー ソズ ラ ソ ド西 南部,キ ル ピー の南 西 の パ ソ タマ ラ族 の

出身 で あ る。 パ ンタ マ ラ族 は,19世 紀 後 半 か ら 白人 の 入植 の影 響 を 受 け,多 くは 大 牧

場 に 暮 らす よ うに な る。 また,20世 紀 の初 頭 か らは,一 部 は政 府 の リザ ー ヴへ 送 られ

た。 牧 場 に 住 む 人 々 は,牧 場 の仕 事 に従 事 しなが ら も伝統 的 な文 化 を保 持 す るが,大

恐 慌 の到 来 に よ って大 牧 場 が 分 割 され る と,パ ンタ マ ラ族 は 近 隣 の エ ロマ ソ ガや キ ル

ピー な どに 移動 し,一 部 は チ ャーパ ー グへ送 られ た 。 この ころ ま で に,部 族 的 な伝 統

に基 づ く生 活 様 式 は大 部 分 消 滅 す る。

　 パ イ ロ ッ トは,1953年 に生 まれ,コ ンジ ー牧 場 で生 活 す る。 と ころが,1955年3月,

父 と も う一 人 の ア ボ リジ ナ ル の牧 童 が 労働 契 約 へ のサ イ ンを 拒 否 した。 ア ボ リジナ ル

の保 護官,す なわ ちエ ロマ ソ ガの警 官 は,パ イ ロ ッ トの父 が チ ャーバ ー グに送 られ る

こ とを望 ん で い なか った に もか か わ らず,家 族 と と もに チ ャーバ ー グに 送 り,そ こ で

新 た な職 場 を見 つ け る こ とを 先 住民 監 督 局 に 提 案 した。 これ に対 し,監 督 局 は,近 隣

で新 た な雇 用 を見 つけ る こ とを 勧 め た。 そ して,次 の よ うな警 告 を 添 付 した。 も し一

家 が チ ャーバ ー グに送 られ た な らぽ,「 定 住 地 に おけ る深 刻 な住 居 の不 足 のた め に,

ポ ンテ ィウス ・パ イ ロ ッ トとそ の 家族 に家 が 与 え られ る とい う保 証 は な い。 満足 な準

備 が整 うま で,家 族 はバ ラバ ラに な り,子 供 は寮 に収 容 され るか も しれ な い と,彼 ら

191



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国立民族学博物館研究報告別冊　 21号

にはっき りと言っておく必要がある。」1955年8月,一 家は1050キ ロ離れたチャーバー

グに送られた。数週間後に父は,故 郷の牧場に仕事を得て戻るが,家 族はチャーバー

グに留まる。1961年,パ イロットの母は死亡する。父はリザーヴの外での労働を続け,

パイロットは,3な いし4年 間他の家族に預けられた後,寮 に収容される。

　パイロットの少年時代,リ ザーヴのアボリジナルは,1939年 と1945年 の法律10)に

よって厳 しい統制下に置かれていた。アボ リジナルは監督官の命令には必ず従わなけ

れぽならず,移 動や移住の自由は全 くなかった。手紙を書いた り,踊 った り,伝 統的

な行事をするにも許可が必要で,監 督官はアボ リジナルの手紙を開封することもでき

た。結婚や労働にも許可が必要で,最高週32時 間まで無給労働を命 じられることもあっ

た。また自分の財産を自由に処分することもできなかった。

　成人後のパイロットは,長 くても6ヵ 月間仕事を続けただけで,人 生の大部分を無

職で過ごす。北部クィーンズラン ドなどを転々とした後に,70年 代末にブリスベンに

定着するが,女性 と同棲 した数年を除き,死ぬまで宿無 しのアルコール中毒患者であっ

た。1987年 の死の直前の数週間で,飲 酒による逮捕の数は13回 に及ぶ。特に最後の1

週間には5度 も逮捕されている。

　 ここにあげた4人 の家族史は,決 して特殊なものではなく,あ る程度家族の歴史が

たどれるアボリジナルにとっては,普 遍的な物語 りであると言ってよい。白人の政治

権力による干渉は,歴 史的に深 く,し かも広範囲にわたっていたのである。

お わ り に

　オース トラリアの法システムは,先 住民アボ リジナルとの関係において大きな矛盾

をかかえている。1788年 の入植以来,法 は入植者によるアボ リジナルの土地略奪とア

ボ リジナルの差別を正当化する機能を果たしてきた。現在のアボ リジナルにとって,

法規範が何らの道徳的な拘束力を持たないとしても不思議ではない。法を犯す ことを,

支配への抵抗であ り,道 徳的に善である,と 考える者も少なからず存在する。

　20世紀第3四 半期までのオース トラリアでは,侵 略者である白人の規範からのアボ

リジナルの逸脱を,監 獄の代用としての リザーヴとミッションを核 とする統制のシス

テムによって処理してきた。アボリジナルは,法 的な権利を行使する前に,保 護 とい

う名 目で,事 実上の刑罰や監禁を受けていたのである。しかし,1970年 代以降アボリ

ジナルの権利の拡大とともに,リ ザーヴを核 とするこのシステムは機能しなくな り,

白人に対するのと同じ法 システムがアボ リジナルの逸脱行為を処理せざるをえなくな

192



藤川　 アボ リジナルと白人の法

る。その結果,ア ボ リジナルの犯罪者が激増 し,監 獄でのアボ リジナルの死者 も非ア

ボリジナルの20倍の割合に達 したのである。

　この問題の解決には,王 立調査委員会が指摘 しているように,ア ボリジナルの側よ

りも非アボ リジナルの側の根本的な変化が必要である。短期的には,ア ボリジナルの

飲酒を中心とする単なる白人の規範からの逸脱行為の合法化,法 的システム以外のア

ボ リジナルへの社会サーヴィスの強化,警 察とアボリジナルの関係の改善などが必要

であ り,長 期的には,ア ボリジナルの社会的 ・経済的な地位の根本的改善が不可欠で

ある。また法システム自体の道徳的正当性の回復も必要である。マボ判決における先

住民土地権の確認は,そ の第1歩 であると言えよう。

注

1)オ ース トラ リア先住民 を総称す る言葉 として,私 はアボ リジナルとい う言葉 を使 用 してい

　 る。かな り前 にな るが,『 オ ース トラ リア歴史の旅』 とい う本を 出した ときに は,日 本 で一

　般的に使用 され ているアボ リジニとい う言葉を用いた。 しか し,ど うして もこの語には問題

　があ ると最近感 じるよ うにな った。

　　そ の第一の理 由は,辞 書,例 えぽ オクス フォー ドのオ ース トラ リア英語辞典は,ア ボ リジ

　 ニを単数形で用い ることは差別 的であると明示 し,ア ボ リジナルの使用を勧めてい るか らで

　 ある。 アボ リジナルズ と同様 にアボ リジニーズ と複数形で用い ることに問題はないが,日 本

　語 の ように単数 ・複数 の区別のない ところでは,ア ボ リジナル とす るほ うが無難 であろ う。

　　第二 の理 由は,ア ボ リジナルの監獄死に関す る王立調査委員会が,ア ボ リジナル とい う語

　 をオース トラリアの先住民を指す名詞 として明確 に使用 し,そ れに対す る異論は現在 までの

　 ところ正式 にはないか らであ る。 しか も,王 立調査委員会 もアボ リジニの単数形 での使用は

　侮蔑 的な表現 として否 定 している(Wootten　 1990:83)。

　　 第 三 の理 由は,私 が 最近 入手 した メル ボル ソ大 学 出版 局 の ガイ ドラ イ ソ(Revised

　 31/7/96)で ある。 そ こでは,先 住 のオ ース トラ リア人,ア ボ リジナル ・オース トラ リア人,

　 オ ース トラ リアの最初 の民族 とす るのが適当 とされている。 しか し,こ れ らの語 は,オ ース

　 トラ リアの先住民 と言 うの と同 じで,一 種 の説 明的用 語で しか な く,日 本語の固有名 詞 とし

　 て用い る意味がない。 次善 の用法 としては,ア ボ リジ ナル男性,ア ボ リジナル女性,ア ボ リ

　 ジナルの人,ア ボ リジナルの男たち,ア ボ リジナルの女たち,ア ボ リジナルの人 々`Aborigi-

　 nal　people'と い う表現 がある。それに対 し,`an　Aboriginal',`the　Aboriginals',と りわ け`an

　 Aborigine'と`the　 Aborigines'は 常 に避け るべ きであ るとされ ている。 このメルボル ソの ガ

　 イ ドラインは,問 題 も多 く実際にそのまま実施 されて いるわけではないが,参 考にはな るだ

　 ろ う。

　　 以上か ら明らかな ことは,ア ボ リジニとい う表現は,ア ボ リジナルの団体の一部にはい ま

　 だに使用 してい るもの もあ るが,差 別的 なニュアソスが極めて強い語 であること,こ れに対

　 し,ア ボ リジナル とい う語は,ア ボ リジナルの男 とか女,ア ボ リジナルの人々 とい う形 では,

　 完全に正当な使用法で ある。ア ボ リジナルを名詞 として単独で使用する場合で も,少 な くと

　 もアボ リジニとい う表現 よりは勝 っている ことである。

　　 この ような状況で,差 別を強 く暗示す るアボ リジ ニとい う語を,ア ボ リジニの女性 である

　 とか,ア ボ リジニた ちは とい うよ うに,形 容的あるいは名詞 と して無限定に使用す るのには

　 問題があ る。た とえこの語 が 日本語 として一般 化 してい るとしても,今 後 もこれを使 用 し続

　 け ることには賛成 できない。 これに対 し,ア ボ リジナル とい う語は,名 詞 として使用 されな

　 い限 り,そ の音 自体 としては,差 別性を持たない。 この点か らもアボ リジナル とい う語 の方

　 が勝 っている。ただ一つ の問題は,英 語におけ るアボ リジナル全体を指す語 の頻度 としては,
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　 `Aboriginal　 people',`Aborigines',`Aboriginals'と い う順 で 多 く,単 独 の ア ボ リジナ ル ズ と

　 い う表 現 が 少 な い こ とで あ る。 た だ し,ア ボ リジ ナル とい う形 容詞 形 を名 詞 に使 用 す る こ と

　 自体 に 差別 性 は な い。

　 　 あ る人種 ・民 族 集 団 や エ ス ニ ッ ク ・グル ー プに 用 い る呼 称 に絶 対 的 な もの は な い。た だ し,

　 あ る時 代 に お い て よ り望 ま しい名 称 は存 在 す るだ ろ うと思 わ れ る。 現在 の と ころ,慣 例 と し

　 て用 い られ て い る ア ボ リジ ニ よ りも,ア ボ リジ ナル と い う語 を用 い る ほ うが 望 ま しい と言 え

　 るだ ろ う。

2)339項 目の 勧告 は多 岐 にわ た るの で,こ こに示 す こ とは で きな い 。 しか し,そ の 基 本 とな っ

　 てい るの は,直 接 的 な効 果 を ね ら った刑 法 制 度 の改 善 と,問 題 の根 本 的 な 解 決 を 目指 す 社 会

　 的 差 別 の 解 消 と あ ら ゆ る社 会 領 域 に お け る ア ボ リジ ナ ル の 自決 権 の確 立 で あ る(Johnston

　 1991c:12-108;RCADC　 1992:8-69)。

3)王 立 調 査 委 員 会 の報 告 書 の提 出 直後 に は,ア ボ リジ ナ ル の死 老 が 減 少 した が,1993年 度 に

　 は再 び 増 加 に 転 じ,1995年 に は 過 去 最 高 に達 して い る。 ま た,監 獄 に 収 容 され る アボ リジ ナ

　 ル の数 も増 加 して い る(Australian　 1995:16-17;Australian　 1996:1)。

4)　 ア ボ リジナ ル の若 老 と法 シ ス テ ムの 問 題 に つ い ては ゲ イル が 詳 しい(Gale　 1990:1-124)。

5)Born　 in　the　Cattle(1987　 Allen&UnWin刊)の 著 者 と して 知 られ る。 ア ボ リジ ナル の 歴 史

　 とア ボ リジ ナル 女 性史 を代 表 す る歴 史 家 。

6)　 ア ボ リジナ ル の 人 口推 計 に関 しては,(藤 川1992)を 参 照 。

7)ア ボ リジ ナル の 土 地 権 の 歴 史 的 変 遷 に つ い て は,(Reynolds　 1992)を 参 照 。 この 著 作 は マ

　 ボ判 決 の歴 史 的 認 識 に極 め て大 き な影 響 を 与 え た 。

8)　 2万 人 は,最 初 に レイ ノル ズ の 出 した 推 計 で あ り,現 在 はか な り広 く受 け 入 れ られ て い る。

9)西 オ ー ス トラ リアで は,北 部 で の 囚 人 労 働 の使 用 は禁 止 され て お り,ク ィー ソ ズ ラ ソ ドで

　 は,1901年 の 白豪 政策 採 用 後,非 白人 労 働 力 は 急 速 に減 少 した。

10)The　 Aboriginals　 Preservation　 and　Protection　 Act　1939　and　The　Aboriginals　 Regulations　 of　1945

　 が そ の法 律 であ る。
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